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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体情報の計測値データと、前記生体情報に関する警報データとを取得する取得手段と
、
　取得された前記計測値データを第１の領域に表示すると同時に、取得された前記警報デ
ータを前記第１の領域から離間した第２の領域に表示する表示手段と
　を有し、
　前記表示手段は、前記第２の領域において、所定の複数の生体情報の各々に個別表示領
域を割り当て、前記所定の複数の生体情報の各々について、計測値データが取得中である
場合、実線の丸印で表示する一方、計測値データが取得中でない場合、破線の丸印で表示
する
　ことを特徴とする生体情報モニタ装置。
【請求項２】
　生体情報モニタ装置における警報表示方法であって、
　生体情報の計測値データと、前記生体情報に関する警報データとを取得する取得ステッ
プと、
　取得された前記計測値データを第１の領域に表示すると同時に、取得された前記警報デ
ータを前記第１の領域から離間した第２の領域に表示する表示ステップと
　を有し、
　前記表示ステップは、前記第２の領域において、所定の複数の生体情報の各々に個別表
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示領域を割り当て、前記所定の複数の生体情報の各々について、計測値データが取得中で
ある場合、実線の丸印で表示する一方、計測値データが取得中でない場合、破線の丸印で
表示する
　ことを特徴とする警報表示方法。
【請求項３】
　生体情報の計測値データと、前記生体情報に関する警報データとを取得する取得ステッ
プと、
　取得された前記計測値データを第１の領域に表示すると同時に、取得された前記警報デ
ータを前記第１の領域から離間した第２の領域に表示する表示ステップであって、前記第
２の領域において、所定の複数の生体情報の各々に個別表示領域を割り当て、前記所定の
複数の生体情報の各々について、計測値データが取得中である場合、実線の丸印で表示す
る一方、計測値データが取得中でない場合、破線の丸印で表示する表示ステップと
　を生体情報モニタ装置に設けられたコンピュータに実行させる警報表示プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体情報モニタ装置、警報表示方法および警報表示プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ベッドサイドモニタなどの生体情報モニタ装置は、患者から計測された心拍数や血圧、
呼吸数などの生体情報の計測値および波形を画面に一括表示することができる（例えば特
許文献１参照）。医療スタッフ（例えば医師や看護師）は、表示された情報を見ることで
、患者の容体を把握することができる。また、生体情報モニタ装置は、それぞれの生体情
報についての計測値を、対応する所定の閾値と比較し、その結果に応じた警報を表示した
り警報を鳴らしたりすることができる。これにより、医療スタッフの注意を喚起すること
ができるため、医療スタッフは、例えば患者の容体変化や生体情報計測エラーなどに対し
て迅速に対処することができる。
【０００３】
　ここで、警報表示方法の一例について図５を用いて概説する。画面１０には、心拍数（
ＨＲ）、第１観血血圧（ＢＰ１）、第２観血血圧（ＢＰ２）、酸素飽和度（ＳｐＯ２）、
非観血血圧（ＮＩＢＰ）および呼吸数（ＲＲ）が、一括表示されている。例えば心拍数の
計測値が異常（異常上昇または異常低下）を呈した場合は、心拍数表示ウィンドウ１１内
の文字・マークや背景が点滅し、例えば酸素飽和度の計測値が異常（異常低下）を呈した
場合は、酸素飽和度表示ウィンドウ１２内の文字・マークや背景が点滅する。
【特許文献１】特開２００４－１９４９９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来の生体情報モニタ装置においては、様々な生体情報を同時にモ
ニタリングできるため、警報が発せられたとき、医療スタッフにとっては、どの生体情報
に異常が生じたのかが瞬時には判りにくい。一般に、画面内での各生体情報の表示位置（
図５に関して言えば、縦に並べて表示される生体情報表示ウィンドウの順序）は、自在に
変更可能であるため、事態の把握に要する時間は医療スタッフの熟練度に依存する。これ
は、複数の警報が同時に発せられた場合には特に顕著となる。
【０００５】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたもので、医療スタッフにとって判りやすく警報を
表示することができる生体情報モニタ装置、警報表示方法および警報表示プログラムを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　本発明の生体情報モニタ装置は、生体情報の計測値データと、前記生体情報に関する警
報データとを取得する取得手段と、取得された前記計測値データを第１の領域に表示する
と同時に、取得された前記警報データを前記第１の領域から離間した第２の領域に表示す
る表示手段とを有し、前記表示手段は、前記第２の領域において、所定の複数の生体情報
の各々に個別表示領域を割り当て、前記所定の複数の生体情報の各々について、計測値デ
ータが取得中である場合、実線の丸印で表示する一方、計測値データが取得中でない場合
、破線の丸印で表示する構成を採る。
【０００７】
　本発明の警報表示方法は、生体情報モニタ装置における警報表示方法であって、生体情
報の計測値データと、前記生体情報に関する警報データとを取得する取得ステップと、取
得された前記計測値データを第１の領域に表示すると同時に、取得された前記警報データ
を前記第１の領域から離間した第２の領域に表示する表示ステップとを有し、前記表示ス
テップは、前記第２の領域において、所定の複数の生体情報の各々に個別表示領域を割り
当て、前記所定の複数の生体情報の各々について、計測値データが取得中である場合、実
線の丸印で表示する一方、計測値データが取得中でない場合、破線の丸印で表示するよう
にした。
【０００８】
　本発明の警報表示プログラムは、生体情報の計測値データと、前記生体情報に関する警
報データとを取得する取得ステップと、取得された前記計測値データを第１の領域に表示
すると同時に、取得された前記警報データを前記第１の領域から離間した第２の領域に表
示する表示ステップであって、前記第２の領域において、所定の複数の生体情報の各々に
個別表示領域を割り当て、前記所定の複数の生体情報の各々について、計測値データが取
得中である場合、実線の丸印で表示する一方、計測値データが取得中でない場合、破線の
丸印で表示する表示ステップとを生体情報モニタ装置に設けられたコンピュータに実行さ
せるようにした。
 
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、医療スタッフにとって判りやすく警報を表示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。
【００１１】
　図１は、本発明の一実施の形態に係る生体情報モニタシステムの構成を示す図である。
【００１２】
　図１の生体情報モニタシステムは、病室、手術室または集中治療室において患者のそば
に置かれたベッドサイドモニタ装置１００と、患者から離れた場所（例えばナースステー
ションなど）に置かれたセントラルモニタ装置１２０とからなる。ベッドサイドモニタ装
置１００は、ベッドサイドモニタ装置本体１０１、マルチポートモジュール１０２、ベッ
ドサイドモニタ表示部１０３、テレメータ送信機１０４、心電ケーブル１０５、第１観血
血圧ケーブル１０６、第２観血血圧ケーブル１０７、体温プローブ１０８、酸素飽和度（
ＳｐＯ２）センサ１０９およびカフ１１０を有する。セントラルモニタ装置１２０は、セ
ントラルモニタ装置本体１２１、テレメータ受信機１２２およびセントラルモニタ表示部
１２３を有する。なお、一般に、生体情報モニタシステムは、１台のセントラルモニタ装
置１２０に対して複数台のベッドサイドモニタ装置１００を接続することができるが、本
実施の形態では説明を簡単にするために１台のベッドサイドモニタ装置１００のみ開示す
る。
【００１３】
　ベッドサイドモニタ装置本体１０１は、信号処理回路（ＣＰＵ）およびメモリを有し、
メモリには、後で詳しく説明する警報表示方法をＣＰＵに実現させるためのプログラムが
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予め記憶されている。また、ベッドサイドモニタ装置本体１０１は、後述するタッチパネ
ルからの入力によりベッドサイドモニタ表示部１０３から通知された設定事項をメモリに
記憶する。これにより、記憶された設定事項に応じた警報表示方法がＣＰＵにより実現さ
れる。
【００１４】
　ベッドサイドモニタ装置本体１０１には、マルチポートモジュール１０２、ベッドサイ
ドモニタ表示部１０３およびテレメータ送信機１０４がそれぞれケーブルを介して接続さ
れている。ベッドサイドモニタ装置本体１０１は、マルチポートモジュール１０２から取
得された生体情報データを受信して、これをベッドサイドモニタ表示部１０３およびテレ
メータ送信機１０４に出力する。また、ベッドサイドモニタ装置本体１０１は、転送され
た生体情報データのうちの計測値データを予め設定された閾値を比較すると共に、転送さ
れた生体情報データのうちの波形データを分析して、それらの結果に応じた警報データを
生成して、これを生体情報と一緒にベッドサイドモニタ表示部１０３およびテレメータ送
信機１０４に出力する。また、上記比較の結果や上記分析の結果は、メモリに読み出し可
能に記憶される。なお、上記比較結果や上記分析結果が何らかの異常を呈した場合に備え
て、様々な異常に対する対処法についての情報なども、メモリに予め記憶されていること
が好ましい。
【００１５】
　テレメータ送信機１０４は、ベッドサイドモニタ装置本体１０１から入力された生体情
報データおよび警報データをセントラルモニタ装置１２０に無線送信する。無線送信され
た生体情報データおよび警報データは、テレメータ受信機１２２を介してセントラルモニ
タ装置本体１２１により受信され、セントラルモニタ表示部１２３に表示される。なお、
警報データは、セントラルモニタ表示部１２３に内蔵されたスピーカから音声として出力
されてもよい。
【００１６】
　表示手段としてのベッドサイドモニタ表示部１０３は、ベッドサイドモニタ装置本体１
０１から入力された生体情報データおよび警報データを画面に表示する。なお、警報デー
タは、ベッドサイドモニタ表示部１０３に内蔵されたスピーカから音声として出力されて
もよい。
【００１７】
　また、ベッドサイドモニタ表示部１０３は、ユーザインタフェースとしてタッチパネル
機能を有し、医療スタッフが画面に触れると画面上の接触位置に対応付けられた設定事項
がベッドサイドモニタ装置本体１０１に通知される。
【００１８】
　マルチポートモジュール１０２には、心電ケーブル１０５、第１観血血圧ケーブル１０
６、第２観血血圧ケーブル１０７、体温プローブ１０８、酸素飽和度センサ１０９および
カフ１１０が接続されている。心電ケーブル１０５は、心電図のセンサと呼吸のセンサと
の双方を兼ねており、患者体表上の複数箇所に装着された電極により、生体から出力され
る電気信号を検出して、これを表す検出信号を得る。第１観血血圧ケーブル１０６は、患
者の特定部位の動脈または静脈に挿入されたトランスデューサにより、第１観血血圧値を
検出して、これを表す検出信号を得る。第２観血血圧ケーブル１０７は、患者の、第１観
血血圧ケーブル１０６とは別の部位の動脈または静脈に挿入されたトランスデューサによ
り、第２観血血圧値を検出して、これを表す検出信号を得る。体温プローブ１０８は、患
者体表上の特定部位に装着され、体温値を検出して、これを表す検出信号を得る。酸素飽
和度センサ１０９は、患者体表上の特定部位に装着され、光吸収率値を検出して、これを
表す検出信号を得る。カフ１１０は、患者体表上の特定部位に装着され、装着部位の非観
血血圧値を検出して、これを表す検出信号を得る。なお、以下の説明では、心電ケーブル
１０５、第１観血血圧ケーブル１０６、第２観血血圧ケーブル１０７、体温プローブ１０
８、酸素飽和度センサ１０９およびカフ１１０のうち、１または２以上のものに言及する
とき、「生体情報センサ」という。
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【００１９】
　マルチポートモジュール１０２は、各生体情報センサにより検出された値を表すアナロ
グ信号に対して、増幅やＡ／Ｄ変換（アナログディジタル変換）などを含む信号処理を行
うことにより、各種の生体情報を表すディジタルデータ（生体情報データ）を生成する。
具体的には、心電ケーブル１０５の検出信号からは、心電図データ（心電波形データを含
む）、心拍数データ（心拍数計測値データを含む）および呼吸数データ（呼吸波形データ
および呼吸数計測値データを含む）が得られ、第１観血血圧ケーブル１０６の検出信号か
らは、第１観血血圧データ（第１観血血圧波形データおよび第１観血血圧計測値データを
含む）が得られ、第２観血血圧ケーブル１０７の検出信号からは、第２観血血圧データ（
第２観血血圧波形データおよび第２観血血圧計測値データを含む）が得られ、体温プロー
ブ１０８の検出信号からは、体温データ（体温波形データおよび体温計測値データを含む
）が得られ、酸素飽和度センサ１０９の検出信号からは、酸素飽和度データ（酸素飽和度
波形データおよび酸素飽和度計測値データを含む）が得られ、カフ１１０の検出信号から
は、非観血血圧データ（非観血血圧計測値データを含む）が得られる。マルチポートモジ
ュール１０２は、これらの生体情報データをベッドサイドモニタ装置本体１０１に転送す
る。
【００２０】
　次いで、上記構成を有する生体情報モニタシステムにおいて実行される警報表示方法に
ついて図２～図４を参照しながら説明する。
【００２１】
　まず図２を参照して、警報インジケータの表示形式について説明する。
【００２２】
　ベッドサイドモニタ表示部１０３の液晶表示画面（以下、単に「画面」という）１２８
は、計測値データ表示部１３０と、波形データ表示部１４０と、警報データ表示部１５０
とに分けられている。これらの表示部は、互いに画面１２８上で互いに重複することなく
離間配置されている。
【００２３】
　計測値データ表示部１３０は、各生体情報の計測値を表示する部分であり、この部分に
は、画面１２８の上から順に、心拍数（ＨＲ）計測値データを表示する領域である心拍数
表示ウィンドウ１３１、第１観血血圧（ＢＰ１）計測値データを表示する領域である第１
観血血圧表示ウィンドウ１３２、第２観血血圧（ＢＰ２）計測値データを表示する領域で
ある第２観血血圧表示ウィンドウ１３３、酸素飽和度（ＳｐＯ２）計測値データを表示す
る領域である酸素飽和度表示ウィンドウ１３４、非観血血圧（ＮＩＢＰ）計測値データを
表示する領域である非観血血圧表示ウィンドウ１３５、および呼吸数（ＲＲ）計測値デー
タを表示する領域である呼吸数表示ウィンドウ１３６が、表示されている。なお、表示さ
れる計測値データ表示ウィンドウ、その表示順およびその表示色は、医療スタッフの設定
操作により適宜変更可能である。
【００２４】
　波形データ表示部１４０は、各生体情報の波形を表示する部分であり、この部分には、
画面１２８の上から順に、心電波形データ１４１、第１観血血圧波形データ１４２、第２
観血血圧波形データ１４３、酸素飽和度波形データ１４４および呼吸波形データ１４５が
、表示されている。なお、表示される波形、その表示順およびその表示色は、医療スタッ
フの設定操作により適宜変更可能である。
【００２５】
　警報データ表示部１５０は、各生体情報に関する警報データを表示する部分であり、こ
の部分には、警報データを表示する領域である警報データ表示ウィンドウ１５１が表示さ
れ、その中には、画面１２８の左から順に、心拍数警報インジケータ１５２、不整脈警報
インジケータ１５３、血圧警報インジケータ１５４および呼吸警報インジケータ１５５が
、表示されている。なお、表示される警報インジケータ、その表示順およびその表示色は
、予め決められており、医療スタッフの設定操作により変更することはできない。
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【００２６】
　ここで、ベッドサイドモニタ装置本体１０１が、心電図データを分析した結果、何らか
の不整脈を認めたとする。この場合、不整脈警報データを生成してベッドサイドモニタ表
示部１０３に出力する。その結果、不整脈警報インジケータ１５３が、例えば白色の一重
丸印として表示されている他の警報インジケータに比べて目立つように、例えば赤色で塗
りつぶされた丸印として表示される。
【００２７】
　このように、生体情報に関する警報データを、その生体情報の計測値を表示する領域（
つまり計測値データ表示ウィンドウ）から離間した領域（つまり警報データ表示ウィンド
ウ）に表示することにより、医療スタッフにとって判りやすく警報を表示することができ
る。
【００２８】
　また、上記の例のように不整脈警報データが表示された場合に、医療スタッフが、画面
１２８の、警報データ表示ウィンドウ１５１の部分もしくは不整脈警報インジケータ１５
３の部分またはその周辺部分に触れると、これに応答してベッドサイドモニタ装置本体１
０１が、分析結果により認められた不整脈の詳細情報や、それに対する対処法などをメモ
リから読み出してベッドサイドモニタ表示部１０３に出力し、ベッドサイドモニタ表示部
１０３は、画面１２８に新たなウィンドウを表示し、このウィンドウの中に、上記詳細情
報や対処法情報を画面１２８に表示することが好ましい。これにより、医療スタッフの習
熟度とは無関係に、如何なる医療スタッフであっても即座に緊急事態に対処することがで
きる。
【００２９】
　続いて図３を参照して、警報インジケータの表示態様変更の一例について説明する。
【００３０】
　ベッドサイドモニタ装置本体１０１が、心電図データを分析した結果、何らかの比較的
重篤な不整脈を認めたとする。この場合、緊急度が高いことを示す不整脈警報データを生
成してベッドサイドモニタ表示部１０３に出力する。また、これと同時に、ベッドサイド
モニタ装置本体１０１が、心拍数計測値データを閾値と比較した結果、呼吸数が平常時よ
りも若干高めであることを認めたとする。この場合、緊急度が低いことを示す心拍数警報
データを生成してベッドサイドモニタ表示部１０３に出力する。
【００３１】
　この結果、不整脈警報インジケータ１５３は、緊急度が高いことを示す赤色で塗りつぶ
された丸印として表示され、これと同時に、心拍数警報インジケータ１５２は、緊急度が
低いことを示すシアンで塗りつぶされた丸印として表示される。さらに、これと同時に、
従来の警報表示方法と同様に、心拍数表示ウィンドウ１３１の内部の文字・マークおよび
背景が点滅する。なお、さらにこれと同時に、心電波形データ１４１が他の波形データに
比べて目立つように、波形データの表示態様を変更してもよい。
【００３２】
　このように、警報インジケータの表示態様を緊急度の高さに応じて変更することにより
、複数種類の生体情報が異常を呈した場合でも、医療スタッフは、何を優先的に対処すべ
きかを把握することができ、より確実に患者に対して適切な処理を施すことができる。ま
た、表示態様の変更手法として表示色の変更を採用することにより、医療スタッフは、優
先的に対処すべきことを即座に把握することができる。
【００３３】
　なお、上記の例において、緊急度が高いと判断される不整脈としては、様々なものが挙
げられるが、少なくともＡＳＹＳＴＯＬＥ（心停止）やＶＦ（心室細動）、ＶＴ（心室粗
動）などが含まれる。
【００３４】
　また、どのような異常を呈した場合に緊急度を高いと判断し、どのような異常を呈した
場合に緊急度を低いと判断するかについては、医療スタッフが、その判断指標（例えば閾
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値）を生体情報毎に個別に設定することができる。また、上記の例では、警報インジケー
タの表示色を赤色・シアンで区別することにより緊急度の高さを２段階で表現しているが
、他の方法を用いることもできる。例えば、緊急度が高い場合には赤色を、緊急度が中間
程度である場合には黄色を、緊急度が低い場合にはシアンを、警報インジケータの表示色
とすることができる。
【００３５】
　また、上記の例では、生体情報の種類毎に緊急度の高さを判断することで警報インジケ
ータの表示態様の変更を行う場合について説明したが、生体情報の種類間の相対的な緊急
度の高さを判断することで警報インジケータの表示態様の変更を行ってもよい。例えば、
酸素飽和度と心拍数とに関して、計測値データに異常が認められた場合は、ベッドサイド
モニタ装置本体１０１は、これらの生体情報間の相対的な緊急度の高さを判断し、例えば
相対的に緊急度の高い生体情報である酸素飽和度に対して、緊急度が高いことを示す警報
データを生成し、相対的に緊急度の低い生体情報である心拍数に対して、緊急度が低いこ
とを示す警報データを生成する。この結果、ベッドサイドモニタ表示部１０３は、酸素飽
和度警報インジケータ（図示せず）を赤色で塗りつぶされた丸印として表示し、心拍数警
報インジケータ１５２をシアンで塗りつぶされた丸印として表示する。
【００３６】
　ちなみに、例えば酸素飽和度のように、異常を呈した場合は大抵緊急対応を要する生体
情報に関しては、異常が生じたときに緊急度の高さの判断を行わずに必ず赤色で警報イン
ジケータを表示する一方、例えば体温のように、場合によっては緊急対応を必要としない
生体情報に関しては、異常が生じたときに緊急度の高さの判断を行ったうえで判断結果に
応じた色で警報インジケータを表示するようにしてもよい。
【００３７】
　続いて図４を参照して、警報インジケータの表示態様変更の他の例について説明する。
【００３８】
　ベッドサイドモニタ装置本体１０１が、医療スタッフの設定により、心電図データ、心
拍数データ、第１観血血圧データ、第２観血血圧データ、酸素飽和度データおよび非観血
血圧データを受信し、呼吸数データの表示を選択していないとする。この場合、ベッドサ
イドモニタ装置本体１０１は、心電図データ、心拍数データ、第１観血血圧データ、第２
観血血圧データ、酸素飽和度データおよび非観血血圧データを表示するが、呼吸数データ
、つまり、呼吸波形データおよび呼吸数計測値データは、表示されない。そして、対応す
る生体情報データが取得中である警報インジケータ（つまり、心拍数警報インジケータ１
５２、不整脈警報インジケータ１５３および血圧警報インジケータ１５４）は、実線の丸
印として表示される一方、対応する生体情報データが取得中でない呼吸警報インジケータ
１５５は、破線の丸印として表示される。ただし、表示される警報インジケータおよびそ
の表示順は、対応する生体情報データが取得中か否かとは無関係に、常に一定である。こ
れにより、警報インジケータの表示を一層判りやすくすることができる。
【００３９】
　なお、対応する生体情報データの表示が選択中であるか否かに応じて警報インジケータ
の表示態様を変更する手法は、適宜変更可能である。例えば、警報データ表示ウィンドウ
を、心拍数警報インジケータ１５２に割り当てられた領域１５６、不整脈警報インジケー
タ１５３に割り当てられた領域１５７、血圧警報インジケータ１５４に割り当てられた領
域１５８および呼吸警報インジケータ１５５に割り当てられた領域１５９に分け、これら
の領域内に表示されている文字やインジケータの明度を変更することにより警報インジケ
ータの表示態様を変更してもよい。例えば上記の例のように、呼吸数データが取得中でな
い場合は、呼吸警報インジケータ１５５およびその横に表示されている文字「呼吸」を、
他の領域内の文字やインジケータに比べて、暗い色で表示したり、他の領域の背景色に近
い色で表示したりしてもよい。この場合も、警報インジケータの表示を一層判りやすくす
ることができる。
【００４０】
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　以上、本発明の実施の形態について説明した。なお、以上の説明は本発明の好適な実施
の形態の例証であり、本発明の範囲はこれに限定されない。つまり、上記装置の構成およ
び動作についての説明は一例であり、本発明の範囲においてこれらの例に対する様々な変
更や追加が可能であることは明らかである。
【００４１】
　例えば、本実施の形態でモニタされる生体情報は適宜変更可能であり、各生体情報の検
出方式も適宜変更可能である。さらに、ベッドサイドモニタ装置本体１０１は、マルチポ
ートモジュール１０２、ベッドサイドモニタ表示部１０３およびテレメータ送信機１０４
の一部または全部とケーブルを介して接続する代わりに一体化されていてもよい。
【００４２】
　また、本実施の形態では、警報データは、ベッドサイドモニタ表示部１０３の液晶表示
画面１２８内に表示されるが、ベッドサイドモニタ表示部１０３の筐体の一部に、複数色
で発光可能なＬＥＤ（Light Emitting Diode）を設けることでも、本実施の形態と同様の
作用効果を実現することができる。
【００４３】
　また、本実施の形態では、正常に計測された生体情報が異常を呈した場合を前提として
、警報表示方法を説明したが、他の場合にもこの警報表示方法を利用することができる。
【００４４】
　例えば、生体情報センサの離脱などにより生体情報が正常に計測されなくなった場合（
つまり生体情報計測エラーの場合）にも、その旨を通知するために本実施の形態の警報表
示方法を利用することができる。この場合、生体情報計測エラーを通知するための警報イ
ンジケータが上記の警報インジケータと同様に設けられることが好ましい。
【００４５】
　また、本実施の形態のベッドサイドモニタ装置１００が、病院内の他のシステム、例え
ば電子カルテシステムと通信して、患者への投薬関連情報をベッドサイドモニタ装置本体
１０１に取り込むことが可能な場合は、不適切な投薬（例えば、薬剤の種類の誤り、投薬
量の誤り、投薬忘れなど）が行われた場合にも、その旨を通知するために本実施の形態の
警報表示方法を利用することができる。この場合、投薬エラーを通知するための警報イン
ジケータが上記の警報インジケータと同様に設けられることが好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の一実施の形態に係る生体情報モニタシステムの構成を示す図
【図２】本発明の一実施の形態に係る警報インジケータの表示形式の一例を示す図
【図３】本発明の一実施の形態に係る警報インジケータの表示態様変更の一例を示す図
【図４】本発明の一実施の形態に係る警報インジケータの表示態様変更の他の例を示す図
【図５】従来の生体情報表示画面の一例を示す図
【符号の説明】
【００４７】
　１００　ベッドサイドモニタ装置
　１０３　ベッドサイドモニタ表示部
　１３０　計測値データ表示部
　１３１　心拍数表示ウィンドウ
　１３２　第１観血血圧表示ウィンドウ
　１３３　第２観血血圧表示ウィンドウ
　１３４　酸素飽和度表示ウィンドウ
　１３５　非観血血圧表示ウィンドウ
　１３６　呼吸数表示ウィンドウ
　１４０　波形データ表示部
　１５０　警報データ表示部
　１５１　警報データ表示ウィンドウ
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　１５２　心拍数警報インジケータ
　１５３　不整脈警報インジケータ
　１５４　血圧警報インジケータ
　１５５　呼吸警報インジケータ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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